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i n f o r m a t i o n

子　

育　

て

乳
幼
児
医
療
費
助
成
の
お
し
ら
せ

　
『
医
療
費
の
助
成
金
申
請
は
、
お
済
み
で

し
ょ
う
か
。』

　

本
市
で
は
、次
の
通
り
医
療
費
助
成
を
行
っ

て
い
ま
す
。
助
成
の
申
請
は
、
診
療
を
受
け

た
翌
月
か
ら
起
算
し
て
１
年
以
内
と
な
っ
て

い
ま
す
の
で
、
期
限
切
れ
に
な
ら
な
い
よ
う

手
続
き
を
行
っ
て
く
だ
さ
い
。

◎
助
成
の
対
象
と
な
る
者
（
乳
幼
児
）

①
健
康
保
険
に
加
入
し
て
い
る
こ
と
。

②
本
市
に
住
民
登
録
を
有
し
て
い
る
こ
と
。

③
生
活
保
護
法
に
よ
る
保
護
を
受
け
て
い　

　

な
い
こ
と
。

④
他
の
条
例
等
に
基
づ
き
医
療
費
の
助
成
を

　

受
け
て
い
な
い
こ
と
。

⑤
児
童
手
当
支
給
要
件
の
所
得
基
準
に
準
ず 

　

る
者

◎
助
成
を
受
け
る
こ
と
の
で
き
る
期
限

※
転
入
者
に
つ
い
て
は
、
転
入
日
よ
り
該
当  

　
（
開
始
）
と
な
り
ま
す
。

◎
受
給
資
格
申
請
に
必
要
な
も
の

①
健
康
保
険
手
帳
（
乳
幼
児
の
名
前
が
記　

載
さ
れ
て
い
る
も
の
）

②
保
護
者
の
普
通
預
金
通
帳
（
郵
便
局
株
式

会
社
以
外
の
も
の
）

※
受
給
資
格
申
請
が
ま
だ
の
方
は
早
め
に
申

請
を
済
ま
せ
て
く
だ
さ
い
。

◎
助
成
金
の
申
請
に
必
要
な
も
の

①
受
給
資
格
者
証

②
領
収
書
（
病
院
・
薬
局
）

※
平
成
19
年
10
月
１
日
の
制
度
改
正
に
よ

り
、
平
成
19
年
９
月
以
前
の
診
療
分
で
１

年
以
内
の
申
請
分
に
関
し
て
は
、
従
前
の

と
お
り
の
助
成
と
な
り
ま
す
。

※
助
成
金
の
受
付
は
、
診
療
月
の
翌
月
か
ら

と
な
り
ま
す
。

妊
婦
健
診
が
５
回
へ
拡
充
し
ま
す
。

　

う
る
ま
市
で
は
こ
れ
ま
で
公
費
２
回
の
妊

婦
健
診
を
実
施
し
て
き
ま
し
た
が
、
平
成
20

年
４
月
１
日
か
ら
の
５
回
へ
拡
充
し
ま
し

た
。
こ
れ
は
経
済
的
な
育
児
支
援
と
、
健
康

管
理
を
強
化
し
異
常
の
早
期
発
見
や
流
早
産

の
予
防
を
目
的
と
す
る
も
の
で
す
。
な
る
べ

く
妊
娠
11
週
ま
で
に
母
子
健
康
手
帳
の
交
付

を
受
け
て
く
だ
さ
い
。

【
対
象
者
】 

　

平
成
20
年
４
月
１
日
時
点
に
お
い
て
、
う

る
ま
市
に
住
所
を
有
す
る
妊
婦
。

【
公
費
負
担
で
受
診
で
き
る
妊
娠
週
数
】 

第
１
回
目　

期
限
な
し

第
２
回
目　

妊
娠
20
〜
23
週
ま
で

健
康
支
援
課

　
９
７
３
｜
３
２
０
９

児
童
家
庭
課

９
７
３
｜
４
９
８
３

外
　
来

　

出
生
か
ら
４
歳
に
達
す
る
日
（
誕
生
日

の
前
日
）
の
属
す
る
月
の
末
日
ま
で

※
３
歳
児
の
外
来
に
つ
い
て
は
、
保
健 

医
療
機
関
ご
と
に
１
ヶ
月
１
０
０
０

円
を
助
成
対
象
者
が
負
担
す
る
。

入
　
院

　

出
生
か
ら
小
学
校
就
学
前
（
６
歳
の
誕

生
日
前
日
以
後
最
初
の
３
月
31
日
ま
で
）

※
入
院
時
の
食
事
療
養
費
は
、
助
成
の

対
象
外
。

第
３
回
目　

妊
娠
24
〜
28
週
ま
で

第
４
回
目　

妊
娠
29
〜
33
週
ま
で

第
５
回
目　

妊
娠
34
週
〜
出
産
ま
で

※
超
音
波
検
査
も
公
費
負
担
で
受
け
る
こ
と

が
で
き
ま
す
。

【
方　

法
】

　

平
成
20
年
３
月
31
日
以
前
に
母
子
健
康
手

帳
の
交
付
を
受
け
た
方
は
、
旧
受
診
票
は
使

え
な
く
な
り
ま
す
。

　

新
し
い
受
診
票
を
交
付
し
ま
す
の
で
母
子

健
康
手
帳
を
持
参
し
て
健
康
支
援
課
窓
口
ま

で
お
越
し
く
だ
さ
い
。

＊
転
入
し
た
方
は
、
健
康
支
援
課
窓
口
へ
お

　

越
し
く
だ
さ
い
。

＊
転
出
さ
れ
る
方
は
、
転
出
先
の
母
子
健
康

手
帳
交
付
窓
口
へ
お
問
い
合
わ
せ
く
だ
さ

い
。

　赤ちゃんが生まれると母子保健推進員
や、助産師が母子保健サービス（ベビース
クール・乳幼児健康診査等）の案内や発育
の様子を確認するため家庭訪問を実施して
います。
　育児についての相談等がありましたら、
気軽に声かけしてください。

連絡先：健康支援課　�   973−3209

赤ちゃん訪問


